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ご
存
知
で
す
か
？
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

～
平
成
27
年
10
月
に「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）」が
通
知
さ
れ
ま
す
～

【
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
（
社
会
保

障
・
税
番
号
制
度
）
と
は
】

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
（
社
会
保

障
・
税
番
号
制
度
）
は
、「
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
」
に
社
会
保
障
関
係
や

税
情
報
を
結
び
付
け
、
同
一
人
の

情
報
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
容
易

に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
行
政
の
効

率
化
を
図
る
と
と
も
に
、
国
民
の

利
便
性
を
高
め
、
公
平
・
公
正
な

社
会
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
制
度
で
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
導
入
に

よ
り
、
各
種
申
請
時
に
必
要
な
所

得
証
明
書
な
ど
の
添
付
書
類
が
不

要
に
な
る
な
ど
行
政
手
続
が
簡
素

化
さ
れ
、
市
民
の
負
担
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。

　

ま
た
、
所
得
状
況
や
年
金
の
受

給
状
況
な
ど
の
情
報
が
把
握
し
や

す
く
な
る
た
め
、
本
当
に
困
っ
て

い
る
人
へ
の
き
め
細
か
な
支
援
の

実
施
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

【
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
仕
組
み
】

　
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」
は
、
住
民

票
を
有
す
る
全
て
の
人
に
12
桁
の

番
号
が
付
番
さ
れ
ま
す
。
付
番
さ

れ
た
番
号
を
も
と
に
行
政
機
関
や

地
方
公
共
団
体
な
ど
の
複
数
の
機

関
に
お
い
て
、
同
じ
人
の
情
報
を

結
び
付
け
る
と
と
も
に
、
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
介
し
て
、
相
互
に
情
報

の
利
用
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、法
人
等
に
も
13
桁
の「
法

人
番
号
」
が
付
番
さ
れ
ま
す
。

【
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
範
囲
】

　

平
成
28
年
１
月
か
ら
、
社
会
保

障
や
税
な
ど
の
行
政
手
続
に「
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
」が
必
要
に
な
り
ま

す
。「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」は
社
会
保

障
や
税
な
ど
の
分
野
に
お
け
る
、

法
律
や
自
治
体
の
条
例
で
定
め
ら

れ
た
行
政
手
続
で
し
か
利
用
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
税
や
社
会
保
険
の
手
続

に
お
い
て
は
、
事
業
主
な
ど
が
個

人
に
代
わ
っ
て
手
続
を
行
う
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
勤
務
先
な
ど
に
も
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
出
を
求
め
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
個
人
情
報
保
護
】

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
が
導
入
さ

れ
て
も
、
個
人
情
報
は
こ
れ
ま
で

と
同
じ
よ
う
に
各
行
政
機
関
が
保

有
し
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
限
っ
て
、
情
報
の
照
会
・
提
供

を
行
う
分
散
管
理
と
呼
ば
れ
る
方

法
で
管
理
さ
れ
ま
す
の
で
、
個
人

情
報
が
特
定
の
機
関
に
集
約
さ
れ

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
行
政
機
関
や
地
方
公
共

団
体
を
監
視
・
監
督
す
る
第
三
者

機
関
の
設
置
、「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」

を
利
用
す
る
事
務
ご
と
に
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
へ
の
影
響
評
価
の
義
務
付

け
、
罰
則
の
強
化
な
ど
の
保
護
措

置
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

【
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
】

　

平
成
27
年
10
月
か
ら
、
皆
さ
ん

へ
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」
を
通
知
す

る
た
め
の
『
通
知
カ
ー
ド
』
が
住

民
票
に
登
録
さ
れ
た
住
所
へ
簡
易

書
留
に
て
郵
送
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
28
年
１
月
か
ら
は
、
社
会

保
障
や
税
な
ど
の
行
政
手
続
で

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」
の
利
用
が
開

始
さ
れ
る
予
定
で
す
。
ま
た
、『
個

人
番
号
カ
ー
ド
』
の
交
付
が
開
始

さ
れ
ま
す
。

　

平
成
29
年
１
月
か
ら
は
国
の
機

関
の
間
で
、
７
月
か
ら
は
国
と
地

方
公
共
団
体
、
地
方
公
共
団
体
の

機
関
の
間
で
情
報
の
照
会
・
提
供

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ

れ
に
よ
り
、
今
ま
で
手
続
に
必
要

だ
っ
た
書
類
の
添
付
が
不
要
に
な

り
ま
す
。

　
平
成
25
年
５
月
に
「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に

関
す
る
法
律
」
が
公
布
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
27
年
10
月
に
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）」
が

通
知
さ
れ
、
平
成
28
年
１
月
か
ら
社
会
保
障
な
ど
の
行
政
手
続
で
利
用
が
始
ま
り
ま
す
。


